
著しく短い⼯期とは問 １１
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建設⼯事の注⽂者は、その注⽂した建設⼯事を施⼯するために通常必要と認められる期間に⽐
して著しく短い期間を⼯期とする請負契約を締結することは禁⽌されています。

(建設業法 第19条の5参照）

この規定の主旨は、建設業就業者の⻑時間労働を是正するためには、適正な⼯期設定を⾏う必
要があり、通常必要と認められる期間と⽐して著しく短い期間を⼯期とする建設⼯事の請負契約
を禁⽌するものです。
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①地盤の沈下、地下埋設物による⼟壌の汚染その他の地中の状態に
起因する事象

②騒⾳、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
（建設業法 第20条の2、同法施⾏規則 第13条の11参照）

短い⼯期と⻑時間労働の関係

短い⼯期と⻑時間労働には相関関係があります。また、令和６年４⽉からは、建設業につい
ても、時間外労働時間の上限規制の適⽤を受けるため、当該上限規制以上の時間外労働は、労
働基準法違反となります。



通常必要と認められる期間に⽐して著しく短い期間

単に定量的に短い期間を指すのではなく、 「⼯期に関する基準」（令和２年７⽉２０⽇
中央建設業審議会決定） 等に照らして不適正に短く設定された期間をいいます。
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著しく短い⼯期の判断材料

○⾒積依頼の際に元請負⼈が下請負⼈に⽰した条件 ○下請負⼈が元請負⼈に提出した⾒積もりの内容
○締結された請負契約の内容 ○当該⼯期を前提として請負契約を締結した事情
○下請負⼈が「著しく短い⼯期」と認識する考え⽅ ○当該⼯期に関する元請負⼈の考え⽅
○過去の同種類似⼯事の実績 ○賃⾦台帳 等

著しく短い⼯期の判断の視点

①契約締結された⼯期が、「⼯期基準」で⽰された内容を踏まえていないために短くなり、そ
れによって、下請負⼈が違法な⻑時間労働などの不適正な状態で当該下請⼯事を施⼯するこ
とになっていないか。

②契約締結された⼯期が、過去の同種類似⼯事の⼯期と⽐較して短くなることによって、下請
負⼈が違法な⻑時間労働などの不適正な状態で当該下請⼯事を施⼯することになっていない
か。

③契約締結された⼯期が、下請負⼈が⾒積書で⽰した⼯期と⽐較して短い場合、それによって、
下請負⼈が違法な⻑時間労働などの不適正な状態で当該下請⼯事を施⼯することになってい
ないか。

時間外労働時間の罰則付き上限規制の適⽤（令和６年４⽉１⽇〜）

令和６年４⽉１⽇から、建設業者に関しても、災害時の復旧・復興事業を除き、時間外労働
時間の罰則付き上限規制の⼀般則が適⽤されることを踏まえ、当該上限規制を上回る違法な時
間外労働時間を前提として設定される⼯期は、例え、元請負⼈と下請負⼈との間で合意してい
る場合であっても、「著しく短い⼯期」と判断されます。

⼯期の変更が必要となる場合にも適⽤

「著しく短い⼯期」の禁⽌は、当初の契約締結後、当初の契約どおり⼯事が進⾏しなかった
り、⼯事内容に変更が⽣じた際、⼯期を変更するために変更契約を締結する場合についても適
⽤されます。

著しく短い⼯期の禁⽌に違反した場合の措置

国⼟交通⼤⾂等は、著しく短い⼯期で契約を締結した発注者に対して、勧告を⾏うことがで
き、従わない場合はその旨を公表することができます。 (建設業法 第19条の6参照）

なお、建設⼯事の注⽂者が建設業者である場合は、建設業法第４１条を根拠とする勧告や、
第２８条を根拠とする指⽰処分を⾏います。（通常と同様）


